
福山市インターンシップ関連経費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、福山市内に就業場所となる事務所等を開設している中小企業者

等（以下「事業者」という。）が高校、大学、大学院、大学校、短期大学、専修学校

等（以下「大学等」という。）の学生に対して実施するインターンシップの構築等に

要した経費に関して、予算の範囲内においてその一部を補助することにより、福山

市内企業におけるインターンシップによる人材確保を普及・促進し、地域経済の活

性化を図るため、福山市インターンシップ関連経費補助金の交付について、福山市

補助金等交付規則（昭和４１年規則第１７号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

 (1) 「中小企業者等」とは、次に掲げる者をいう。 

  ア 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各

号に掲げる者及び中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第

１項第２号の規定に該当する者をいう。ただし、日本標準産業分類に規定され

る農業・林業・漁業は除く。 

  イ 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法 （平成１０年法律第７号）に規

定する特定非営利活動法人に該当する者をいう。 

  ウ 公益法人等 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律

第４８号） に規定する一般社団法人及び一般財団法人、並びに公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に規定する

公益社団法人及び公益財団法人に該当する者をいう。 

  エ 医療法人 医療法（昭和２３年法律２０５号）に規定する医療法人に該当す

る者をいう。 

  オ 社会福祉法人 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）に規定する社会福祉

法人に該当する者をいう。 

  カ 協同組合等 法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号及び同法別

表第３に規定する協同組合等に該当する者をいう。 

  キ 保育所・幼稚園・認定こども園等運営事業者 私立学校法（昭和２４年法律

第２７０号）に規定する学校法人、宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）

に規定する宗教法人のうち、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定

する保育所、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する幼稚園、就学

前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）に規定する認定こども園、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）に規定する地域型保育事業又は子ども・子育て支援法第７



条第１０項第４号から第８号までに規定する子ども・子育て支援施設等に該当

する者をいう。 

 (2) 「大企業」とは、中小企業者等以外の者で、事業を営む者をいう。 

 (3) 「みなし大企業」とは、次の者をいう。 

  ア 発行済株式の総数又は出資価額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有

している中小企業者 

  イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

る中小企業者 

  ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めて

いる中小企業者 

 (4) 「事業所等」とは、本社、支社、営業所、工場など、事業活動が行われている

場所をいう。 

 (5) 「インターンシップ」とは、大学等の学生や就職希望者を対象に事業者の事業

所等において行う就業体験をいう。 

 

 （補助対象事業者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象事業者」という。）は、次

に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、みなし大企業は除く。 

 (1) 福山市内に本社又は事業所を有すること。 

 (2) 代表者及び従業員等が、次のいずれにも該当しないこと。 

  ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）であること。 

  イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規

定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して

いること。 

 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和２３年法律第１２２

号)第２条第４項及び第５項の規定に該当する営業を行う事業者でないこと。ま

た、これらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。 

 (4) 補助金の交付申請書の提出日の時点で倒産(雇用保険法施行規則（昭和５０年労

働省令第３号)第３５条第１項第１号に規定する倒産をいう。）している事業者

（再生手続開始の申立て（民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条に

規定する再生手続開始の申立てをいう。）又は更生手続開始の申立て（会社更生法

（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続開始の申立てをい

う。）を行った事業者であって、事業活動を継続する見込みがある者を除く。）で

ないこと。 

 (5) 補助金の申請等に係る事務について、個人情報の保護に関する法律（平成１５

年法律第５７号）に則って個人情報を取り扱うこと。 

 (6) 福山市に納付すべき市税の滞納がなく、市税の納付状況を調査されることにつ

いて同意すること。 



 (7) 福山市の「グリーンな企業チャレンジ宣言」を申請し、申請状況について調査

されることについて同意すること。 

 (8) 福山市の「キャリア教育促進のための企業情報一覧」に登録している又は、登

録の申込を行っていること。 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、事業者が実施するイ

ンターンシップの構築費等に要する経費とする。 

２ 前項におけるインターンシップとは、大学等の学生に対して、市内の事業所等に

おいて、インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進

に当たっての基本的考え方（平成９年９月１８日文部科学省・厚生労働省・経済産

業省合意文書。最終改正令和４年６月１３日）で規定されたタイプ３及びタイプ４

の条件に合致した就業体験（以下「３省合意インターンシップ」という。）とする。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、それぞれ次に

掲げる経費とする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は補助対象経費か

ら除くものとする。 

 (1) ３省合意インターンシップにおけるコンテンツを構築するための外注費用 

 (2) ３省合意インターンシップ実施に伴う採用コンサルタントへの相談に係る費用 

 (3) ３省合意インターンシップにおいて使用する教材等の備品購入費用 

 (4) ３省合意インターンシップにおいて発生する貸与物品等の整備費用 

 (5) 勤務日が計１０日間以上かつ有償の３省合意インターンシップ実施の際に参加

者に支払った給与 

２ 前項の補助対象経費のうち、他に国・県等の公的補助を受けているものを除く。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１（１，０００円未満は切り捨て）と

し、１事業者につき１５０，０００円を上限とする。 

 

(補助金の交付申請) 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、市長が別途定める期間内

において、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

 (1) 福山市インターンシップ関連経費補助金交付申請書（様式第１号） 

 (2) 福山市インターンシップ関連経費補助金事業計画書（様式第２号） 

 (3) 福山市インターンシップ関連経費補助金収支予算書（様式第３号） 

 (4) 福山市インターンシップ関連経費補助金誓約書兼同意書（様式第４号） 

 (5) 直近３か月以内の商業・法人登記簿謄本の写し（法人の場合） 

 (6) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し（個人事業主の場合） 



 (7) 計上経費に関連する証拠書類（見積書の写し等） 

 (8) その他市長が必要と認めた書類 

 

（補助金の審査） 

第８条 市長は、前条第１号の申請書を受理したときは、その申請事業の適否につい

て補助金に係る審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴くものとする。 

２ 審査会は、前条の申請書に係る事業計画について、充分な効果が見込めるかどう

かを審査し、市長に意見を提出するものとする。 

３ 前項の審査のための基準は、市長が別に定める。 

 

(補助金の交付決定) 

第９条 市長は、前条第２項の規定による意見を勘案し、補助金の交付の適否を決定

し、適当と認めた場合は予算の範囲内で補助金の交付決定を行い、速やかに福山市

インターンシップ関連経費補助金交付決定通知書（様式第５号）により申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。 

 

（事業計画の変更） 

第１０条 前条第１項の規定による補助金交付決定通知を受けた者（以下「補助決定

事業者」という。）は、申請書等（必要書類を含む。）に記載された事項を変更しよ

うとするときは、あらかじめ「福山市インターンシップ関連経費補助金事業計画変

更・取下げ承認申請書（様式第６号）」に「福山市インターンシップ関連経費補助金

収支予算書（様式第３号）」を添付して市長に提出し、承認を受けなければならな

い。ただし、補助金の額及び事業内容の変更がなく、かつ補助対象経費の２０パー

セント以内で増減する場合は、この限りではない。 

２ 前項の承認により、補助対象経費の減額が必要となった場合、市長は既に決定し

た補助金の額を減額することができる。 

３ 第１項の承認により補助対象経費が増額となった場合、補助金の額は当初交付決

定額を上限とする。 

４ 市長は、第１項の規定により補助金の事業費及び補助金交付額を変更したとき

は、「福山市インターンシップ関連経費補助金事業計画変更・取下げ承認書（様式第

７号）」によりその旨を補助決定事業者に通知するものとする。 

 

 （事業の取下げ） 

第１１条 補助事業者は、事業を取り下げようとするときは、あらかじめ、「福山市イ

ンターンシップ関連経費補助金事業計画変更・取下げ承認申請書（様式第６号）」を

市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の事業の取下げを承認するときは、「福山市イン

ターンシップ関連経費補助金事業計画変更・取下げ承認書（様式第７号）」によりそ



の旨を補助決定事業者に通知するものとする。 

 

 （状況報告） 

第１２条 市長は、補助対象者に対し、随時補助事業の遂行状況の報告を求めること

ができるものとする。 

 

 （実績報告） 

第１３条 補助決定事業者は、次に定める書類を、補助事業完了の日から起算して３

０日以内又は当該年度の２月末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければな

らない。 

 (1) 福山市インターンシップ関連経費補助金事業実績報告書（様式第８号） 

 (2) 福山市インターンシップ関連経費補助金収支決算書（様式第９号） 

 (3) 経費明細書（様式問わず。補助対象経費の詳細がわかるもの。領収書の写し

等） 

 (4) 福山市インターンシップ関連経費補助金事業状況報告書（様式第１０号） 

 (5) その他市長が必要と認める書類 

 

 （補助金の額の確定と交付） 

第１４条 市長は、前条第１号の報告書を受理したときは、これを審査及び必要に応

じて実地調査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこ

れに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、「福山

市インターンシップ関連経費補助金交付額確定通知書（様式第１１号）」により、補

助決定事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の支払） 

第１５条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金を支払うもの

とする。 

２ 補助決定事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請

求書により市長に請求しなければならない。 

 

 (補助金交付決定の取消し等) 

第１６条 市長は、補助金の補助決定事業者が偽りその他不正な手段により補助金の

交付決定を受けたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分

に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるもの

とする。 

 

 （補助金の返還） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、前条による取消しの通知を受けたときは、速



やかに補助金を返還しなければならない。 

 

 （財産の処分及び管理） 

第１８条 補助事業者は、補助事業により取得し、または効用の増加した財産を補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはな

らない。ただし、その財産が耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令

（昭和４０年大蔵省令第１５号）別表第１及び別表第２に定める耐用年数をいう。）

を経過し、又は市長の承認を受けた場合には、この限りではない。 

２ 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助金により取得し、又は効用が増加

した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに補助金交付の目的に従

ってその効果的運用を図らなければならない。 

 

 （帳票） 

第１９条 第７条に定める福山市インターンシップ関連経費補助金交付申請書その他

この要綱に定める帳票は、市長が別に定める様式による。 

 

 （補助金に関する書類の保管) 

第２０条 補助金の事業に係る帳簿及び証拠書類は、当該補助事業終了の年度の翌年

度から起算して５年間、整備保管しておかなければならない。 

 

 （本事業の評価等） 

第２１条 市長は、本事業について検証及び評価を行うため、補助金交付先の中小企

業者等に対して必要に応じて確認等を行うものとし、補助金の交付を受けた者はこ

れに協力しなければならない。 

 

 （その他） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）５月２２日から施行し、同年４月１日以後に

行う第４条及び第１０条に規定する事業について適用する。 

  附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）４月１日から施行する。 

 


